
令和８年２月 10 日   

 

岡崎市入札参加資格者 各位 

 

岡崎市長 内田 康宏 

 

令和８年度における入札・契約事務の改正点について（通知） 

 

寒風の候 貴社におかれましてはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

平素は、本市入札制度に多大なご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

さて、令和８年度からの入札・契約事務において、下記のとおり、多くの改正点が

予定されていることから、事前に主な改正点について通知します。また、こちらに記

載されていないことや、具体的な改正内容や様式等は、令和８年４月１日頃、改めて

市ホームページにて周知しますので、適切にご対応いただきますようお願いいたしま

す。 

 

                   記 

 

１ 少額随意契約引き上げに伴う契約規則の改正 

  令和７年４月より地方自治法施行令の改正に伴い、随意契約の範囲を改正したこ

とに関連して、契約規則の改正を行いました。 

 ⑴ 契約書の作成範囲（31 条） 

   契約書を省略し請書で代用可能な範囲を少額随契の上限額に変更します。 

   ・工事  ･･･200 万円以下 

   ・物品購入･･･150 万円以下 

   ・その他 ･･･100 万円以下 

 

 ⑵ 工事における部分払いの回数の算定方法 

   工事における部分払いは金額に応じて設定しておりますが、前払金制度等にお

ける環境変化等に鑑み、上限回数の算定方法を下記のとおり変更します。 

  ア 契約金額が 1億円まで ３回以内 

イ 契約金額が１億円を超える場合は、４回に、１億円ごとに１回を加えた回数

以内とし、20 回を限度とする。 

 

２ 工事発注基準の改正 

  工事発注量の減少に伴う受注機会の確保、くじ引き対策、小規模事業者の育成と

して、工事の発注制度の見直しを行います。 

 ⑴ 小規模工事限定入札 

   「土木一式工事」「舗装工事」「水道施設工事」において、小規模事業者のみが

参加可能な限定入札を実施します。 

   ・対象金額 ･･･500 万円未満 

   ・対象評定値･･･土木 790 点、舗装 760 点、水道 780 点未満 

（注：令和７年度評定値現在） 

 



 ⑵ 指名競争入札の一部試行 

   「土木一式工事」、「水道施設工事」において、一部指名競争入札を実施します。

（工種毎に年間５本以内） 

   ・対象金額･･･1,000 万円未満 

 

 ⑶ エリア別発注 

   「水道施設工事」において、一部エリア別発注（北部限定・南部限定）入札を

実施します。 

   ・対象金額･･･2,500 万円未満 

 

⑷ 一般競争入札における工事の配置予定技術者の手持工事の制限 

   建設工事における技術者の手持ち工事本数について、下記のとおりルールを変

更します。 

 

  変更前：手持ち工事の本数３本（建築一式は２本） かつ 

      手持ち工事の請負金額の合計が 4,500 万円（建築一式は 9,000 万円） 

  変更後：手持ち工事の本数３本（建築一式は２本） 又は 

      手持ち工事の請負金額の合計が 4,500 万円（建築一式は 9,000 万円） 

※HP「お知らせ」参照 

 

３ 工事内訳書の様式変更（項目追加）（※資料添付あり） 

  公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の改正に伴い、建設工事に

おける工事内訳書（入札時に添付）について、材料費、労務費等の項目を追加しま

す。使用する工事費内訳書の様式は別添内容を想定しております。具体的な審査方

法等については改めて周知しますが、令和８年４月１日以降に公告等を行った案件

に対して古い様式の工事費内訳書を使用した場合は、その入札を無効とする予定で

すので、注意してください。 

 

４ 岡崎市業務委託発注基準の拡大 

  業務委託（建設コンサルタント等業務以外の業務委託）において、原則予定価格

2,000 万円以上は一般競争入札とします（諸条件あり。指名競争入札での執行も案

件により判断、実施します。）。 

 

 

 

（担当：総務部契約課審査契約係 ℡23-6720） 

総務部契約課入札係   ℡23-6341） 




